
「年金裁判を支える埼玉の会」結成へ向け

ての準備会が2月18日開かれました。

準備会では、会の組織や申し合わせ事項等

について検討しました。

この会は、年金者組合県本部役員と呼びか

け人で世話人会を組織し、県本部は１０のブ

ロックから各１名選出することとしました。

呼びかけの世話人については、伊藤 稔氏

（埼労連議長）、太田真季氏（歌手）、加藤

ユリ氏（新婦人）、金子兜太氏（俳人）金子

勝氏（立正大学）、小出重義氏（弁護士）、

神谷 稔氏（医療生協）、齊藤 顕氏（埼玉

土建）柴田真佐子氏（婦団連会長）、高橋玄

洋氏（劇作家）、西川和子氏（前進座）、本

田宏氏（済生会栗橋病院）、藤田孝典氏（NPO

法人ほっとプラス代表理事）、森永卓郎氏

（獨協大学）頼髙英雄氏（蕨市長）などの名

前があがり、これ以外の方にもお願いしてい

こうということになりました。

年金者組合は、さいたま市（小林岩男）、

北部（林 秀信）、南部（未定）、中部（未

定）、東上北（武藤晴子）、東上南（未定）、

東部南（未定）、東部北（稲木豊作）、北埼

（未定）、西武沿線（山本 治）の名前が上

がりました。

会の名称については「年金裁判を支える埼

玉の会」（仮称）とすることとしました。
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「年金裁判を支える埼玉の会」結成に向けて

◆「年金裁判を支える埼玉の会」（準

備会）申し合わせ事項（案）

１．この会は、年金者組合員が提訴する「年

金引き下げ違憲訴訟」（以下「違憲訴訟」）

を支援することを目的とします。

２．この会の名称は「年金裁判を支える埼玉

の会」とします。

３．この会は、県本部、ブロック・各支部に

組織します。

４．この会の会員は、「違憲訴訟」へのカン

パをした方は自動的に会員とします。カン

パは個人会員が１口５００円（年額）、団

体会員は１口１０００円（年額）とします。

５．この会は、「違憲訴訟」の活動を広く市

民に知らせ、裁判勝利に向けて運動を進め

ます。

６．この会に世話人を置き、世話人会で会の

運営を行います。

７．この会に世話人の中から代表世話人を選

出し、会の代表を務めます。また、事務局

をおき、事務所は年金者組合埼玉県本部内

に置きます。

８．この会は、この裁判が終了した時点で解

散します。

◆期日：２０１６年５月２４日（火）１３:３０～

◆会場：与野本町コミュニティーセンター（埼京線・与野本町駅下車徒歩３分）

◆講演：宇都宮健児氏（交渉中）

「年金裁判を支える埼玉の会」結成集会


